
入 札 説 明 書 
 

１ 貸付物件（詳細は別紙のとおり） 

所在地 設置場所 貸付面積 設置台数 

瀬戸市吉野町304-1 

あいち海上の

森センター 
本館前駐車場

スペース 

2.00㎡ 
(幅2.00m×奥行1.00m) 

1台 

※１ 自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に

支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申込前に設置場所の確認を

してください。 
  ※２ 機種は、消費電力１５アンペア程度以下のものとします。 
 
２ 入札参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たす者は、入札に参加することができます。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の

４第１項の規定に該当しない者であること。 

 (2) 政令第 167 条の４第２項第１号から第６号までのいずれにも該当しない者（い

ずれかに該当した者であって、その事実があった後３年を経過した者を含む。）で

あること。 

(3) 県が実施する自動販売機の設置を目的とする公有財産の貸付に係る一般競争入

札参加者に必要な資格に関する告示（平成21年３月６日付け愛知県告示第149号）

に定める資格をすべて満たすこと。 

(4) 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を置いていること。 

 (5) 入札公告の日から落札決定までの間、愛知県から指名停止措置を受けていない

こと。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申

立てがなされていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定

に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(7)入札公告の日から入札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業から

の暴力団排除に関する合意書」（愛知県知事等・愛知県警察本部長、平成 24 年 6 月

29 日締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

３ 自動販売機の設置条件 

 (1) 設置事業者の施設使用形態 

   自動販売機の設置は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第

４号の規定に基づき、愛知県が設置事業者に対し、行政財産である建物（又は土地）

の一部を賃貸する方法により行います。 

 (2) 貸付期間 

   令和８年７月１日から令和１１年６月３０日までの３年間とします。 

 (3) 貸付料 

   貸付料は、入札により決定した金額とします。 



 (4) 必要経費 

   自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者

の負担とします。 

   また、光熱水費についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において計

量機器（子メーター）を設置し、それによる実費を、愛知県が指定する期限までに

全額納入してください。 

 (5) 設置機器の仕様について 

   設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとしてく

ださい。 

  ア 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

  イ 新旧500円硬貨及び新旧1000円紙幣が使用できること。 

  ウ 景観対応塗装がされていること。 

 (6) 利用上の制限 

   契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

  ア 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。 

  イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

  ウ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、愛知県の指示に従うこ

と。 

  エ 販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わない

こと。また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

    なお、商品の具体的な構成については、落札決定後、事前に愛知県と協議を行

うこと。 

  オ 販売価格は、標準小売価格と同等かそれ以下とすること。 

 (7) 維持管理 

    契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

  ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行う

こと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に

行うこと。 

  イ 使用済み容器の回収ボックスは愛知県が別途設置する。これにより回収された

使用済み容器は設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。回収用袋

は設置事業者が用意すること。 

  ウ 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要

な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

  エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設

置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

  オ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責

任において対応すること。 

 (8) 原状回復 

   設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復

してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を愛知県に請求す

ることができません。 

 

４ 入札参加申込みの受付 

 (1) 日時 

   令和８年５月２７日（水）から令和８年６月１６日（火）まで（月曜日（当該月



曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休

日」という。）に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日）を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

 (2) 場所 

   あいち海上の森センター１階事務室 

 (3) 提出書類（各１部） 

  ア 一般競争入札参加申込書（様式第１） 

  イ 委任状（様式第２）（入札書に代表者名を記名したうえで、会社の社員等が入

札書を持参する場合、委任状は不要） 

  ウ 誓約書（様式第３）（委任状を提出する場合においても、本人（法人の場合は

代表者）の誓約書が必要） 

  エ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 

     <法人の場合>・・・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

     <個人の場合>・・・住民票 

  オ 入札公告の日から過去３か年以内に、国、地方公共団体に、自らが管理・運営

する飲料の自動販売機を設置した実績を証明する使用許可書又は契約書の写し

の何れか 

  カ 国税及び県税の未納がないことの証明書 

   （ア）国税について 

a 法人・・・「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

       （その３の３ 未納のないことの証明） 

b 個人・・・「所得税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

       （その３の２ 未納のないことの証明） 

（イ）県税について（愛知県の県税事務所が発行する納税証明書） 

  a 法人・・・「法人事業税」、「法人県民税」及び「自動車税」の未納の税額

がないこと用 

  b 個人・・・「個人事業税」及び「自動車税」の未納の税額のないこと用 

  ※エ及びカの証明書類は、原本を確認できれば、写しの提出でも可能です。 

 (4) 郵送で申し込む場合 

   次のあて先に郵送してください。なお、郵送による入札参加申込みの場合は、令

和８年６月１６日（火）午後５時必着とします。 

   〒４８９－０８５７ 

   住所 瀬戸市吉野町３０４－１ あいち海上の森センター 保全・活用グループ

あて 

   ※封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 

 

５ 現地説明の場所及び日時 

 (1) 集合場所 

   瀬戸市吉野町３０４－１ あいち海上の森センター本館入口前 

 (2) 日時 

   令和８年６月５日（金）午前１１時から 

 

６ 入札執行の場所及び日時 

 (1) 場所 

   瀬戸市吉野町３０４－１ あいち海上の森センター３階研修室 



 (2) 日時 

   令和８年６月１７日（水）午前１０時から 

  

７ 入札保証金 

  免除 

 

８ 入札金額 

  入札金額は、３（２）の貸付期間中の貸付料の総額を記入してください。 

    

９ 入札 

 (1) 同一物件について、一人で二人以上の申込人の代理人となり、又は申込人が他の

申込人の代理人となることはできません。 

 (2) 入札は、入札書（様式第４）を封筒に入れ封印し、「令和８年６月１７日開札 あ

いち海上の森センターへの自動販売機設置の入札書在中」及び入札者の住所及び氏

名（法人にあっては、所在地、名称及び代表者名）を封筒に表記しなければなりま

せん。 

 (3) 提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず書換え、引換え、又は撤回す

ることはできません。 

 (4) 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

  ア 財務規則第152条第１号から第７号に該当する入札 

  イ 一般競争入札参加申込書（入札参加者が代理人である場合は、本人の委任状を

添付すること。）及び誓約書を提出していない者のした入札 

  ウ 入札書の金額を訂正したもの 

  エ 郵送による入札 

  オ 虚偽の事実を記載した者のした入札 

  カ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

 

10 開札 

 (1) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければなりません。入札者又はその

代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない愛知県の職員

を立ち会わせて開札を行います。 

 (2) 落札者は、愛知県の予定価格以上の最高の価格をもって決定します。ただし落札

者となる同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定

します。この場合において、くじを引かない者があるときは、代わって入札に関係

ない愛知県の職員にくじを引かせます。 

 (3) 開札の結果、予定価格に達する入札のない場合で、入札参加者が再度の入札を希

望するときは、直ちに再入札（原則として２回を限度とする。）を行います。 

 

11 入札の中止  

  不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理

由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。 

 

12 契約の締結 

 (1) 別紙契約書（様式第５）により、契約書を作成するものとします。 

 (2) 契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。 



 (3) 貸付契約は申込者名義で行います。 

 

 

13 貸付料の納付 

  各年度、納入通知書により、一括納付していただきます。 

 

14 契約保証金 

  免除 

 

15 問い合わせ先 

  あいち海上の森センター 保全・活用グループ 石橋 

   住所 瀬戸市吉野町３０４－１（郵便番号４８９－０８５７） 

電話 ０５６１－８６－０６０６ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所 
 
 

区 分 内   容 

１ 名 称 あいち海上の森センター 

２ 所在地  瀬戸市吉野町３０４－１ 

３ 設置場所 本館前駐車場スペース 

４ 開庁日及び時間 

開庁日 
 月曜日（当該月曜日が国民の祝日に関する法律（昭

和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「休

日」という。）に該当する場合は、その翌日以降の最

初の休日でない日）及び 12 月 29 日から 1 月 3 日

を除く日 
 
開庁時間（あいち海上の森センター利用時間） 
 午前９時から午後５時まで 

５ 職員数又は来庁

者数 
職員数 １１名 

 年間利用者数  約 17,000 人 

６ 施設内にある飲

料水の自動販売

機の状況 
 １台 

７ 施設内にある他

の自動販売機の

飲料の販売価格 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

設置場所図面 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

様式第１ 
 

一般競争入札参加申込書 
 
                          令和 年  月  日 
 
 あいち海上の森センター所長  殿 
 
                      申込人  住所又は所在地 
                              氏名又は名称 
                              及び代表者名                      
 
           代理人  住所又は所在地 
                氏名又は名称 
                及び代表者名             
 
 
  令和８年６月１７日執行のあいち海上の森センターへの自動販売機設置に係る一般

競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 
 
 
 
                   担当者氏名 
                   電話番号 
                   ＦＡＸ番号 



様式第２ 

 

委    任    状 

 

 代理人 住 所 

 

     氏 名             

 

 

  私は、上記の者を代理人と定め、あいち海上の森センターへの自動販売機設置に

係る県有財産の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 

   

 

      年    月    日 

 

 

    あいち海上の森センター所長 殿 

 

                           委任者 

 

                             住所又は所在地 

                             氏名又は名称 

                             及び代表者名                            

                        （電話番号）                

 

 



様式第３ 
 

誓   約   書 
 
                                                        年    月    日 
 
 
 あいち海上の森センター所長 殿 

 
住所又は所在地 

                                  氏名又は名称 
                                  及び代表者名                     
 
 
 下記事項について、誓約します。 
 これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴県が行う

一切の措置について異議の申し立てを行いません。 
 

記 
 
１ 現在、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しておりません。 
 
２ 過去３年間、地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から第７号までの規

定に該当したことはありません。 
 
３ 現在、会社更生法第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法

第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てはされておりません。 
 
４ 個人の場合 
  暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありませ

ん。 
   
  法人の場合 
  役員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではあ

りません。 
 



様式第４ 

 

入    札    書 
 
                                                   年    月    日 

 
 あいち海上の森センター所長 殿 

 
              入札者 住所又は所在地 
                  氏名又は名称 
                  及び代表者名           

 
              代理人 住所又は所在地 
                  氏名又は名称 
                  及び代表者名           

 
 下記の金額をもって入札します。 

  
記 

 

入札金

額 

 
億 千

万 

百

万 

拾

万 

万 千 百 拾 壱  

          円 

 
 （注） 金額の数字は算用数字を用い、頭に「金」の文字を記入すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 



様式第５ 
県有財産有償貸付契約書 

 
 貸付人愛知県（以下「甲」という。）と借受人       （以下「乙」と

いう。）とは、次の条項により県有財産について有償貸付契約を締結する。 

  
 （信義誠実の義務） 
第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。 
 （貸付物件） 
第２条 貸付物件は、次のとおりとする。 

所   在 地  番 地  目 面 積（㎡） 

あいち海上の森センター 瀬戸市吉野町

３０４－１ 
宅地 ２．００ 

 （用途の指定） 
第３条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置場所」の用途（以下「指定用途」

という。）に自ら使用しなければならない。 
２ 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を

遵守しなければならない。 
 （貸付期間） 
第４条 貸付期間は、令和８年７月１日から令和１１年６月３０日までとする。 
 （契約更新等） 
第５条 本契約は、前条に定める貸付期間の満了時において、本契約の更新（更

新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。）又は貸付期間の延長は行

わないものとする。 
 （貸付料） 
第６条 貸付料は、次のとおりとする。 
  契約金額 金＜落札価格＞円 
 （貸付料の支払） 
第７条 乙は、前条に定める貸付料を、次に掲げるとおり、甲の発行する納入通

知書により納入しなければならない。 

 
 

年  次 納 付 金 額 納 入 期 限 

第１年次 円 平成 年  月  日 



第２年次 円 平  年  月  日 

第３年次 円 成  年  月  日 

 （電気料の支払） 
第８条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る専

用メーターを設置するものとする。 
２ 甲は、施設全体の電気使用料の単価に基づき専用メーターの表示する使用

料を計算し、定期的に乙に納入通知書を送付するものとする。 
３ 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払わなければな

らない。 
 （延滞金） 

第９条 乙は、第７条及び第８条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料及

び電気料（以下「貸付料等」という。）を納入しなかったときは、納入期限の

翌日から納入した日までの期間に応じて年3.0パーセントの割合で計算した

延滞金を甲に支払わなければならない。 

 （充当の順序） 

第10条 乙が貸付料等及び延滞金を納入すべき場合において、乙が納入した金

額が貸付料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。 

 （契約保証金） 

第11条 契約保証金は免除する。 

 （かし担保） 

第12条 乙は、この契約締結後、貸付物件に隠れたかしを発見しても、かしの修

補、貸付料の減免、損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができない。 

 （維持保全義務） 

第13条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなけれ

ばならない。 

２ 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況

を報告しなければならない。 

 （維持補修） 

第14条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。 

２ 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙

の負担とする。 

 

 （権利譲渡等の禁止） 

第15条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等

を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。 

 （実地調査等） 



第16条 甲は、貸付物件について随時使用状況及び販売状況を実地に調査し、乙

に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 

２ 甲は、乙が提出した報告に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な

報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。 

３ 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠たり、実地調査を拒み、妨げてはな

らない。 

 （違約金） 

第17条 乙は、第４条に定める期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が

生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わな

ければならない。 

 (1) 第16条に定める義務に違反した場合 

   金＜貸付料の１年分に相当する額＞円 
 (2) 第３条及び第15条に定める義務に違反した場合 
   金＜貸付料の１年分に相当する額の３倍の額＞円 
２ 前項に定める違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と

解釈しないものとする。 

 （契約の解除） 

第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (1) 乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

 (2) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため

貸付物件を必要とするとき。 

 (3) 乙が振り出す手形・小切手が不渡りになったとき、又は乙が銀行取引停止

処分を受けたとき。 

 (4) 乙が、差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の

申立てを受けたとき。 

 (5) 乙が、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは

申立てをしたとき。 

 (6) 乙が、甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

 (7) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 

 (8) 乙が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等

の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。 

 (9) 乙の資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合

併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたと

き。 

 (10) 貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は



目的を乙が妨げると認めたとき。 

 (11) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 

 （談合その他不正行為に係る解除） 

第19条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、

契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、

その責を負わないものとする。 

 (1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい

う。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第20条第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第17条の

２又は第20条第１項の規定による命令（以下｢排除措置命令｣という。）を行

い、当該排除措置命令が確定したとき。 

 (2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２

第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、

当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条

第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

 (3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第８条の

４第１項の規定による命令（以下｢競争回復措置命令｣という。）を行い、当

該競争回復措置命令が確定したとき。 

 (4) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法

律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項

第１号に規定する刑が確定したとき。 

 (5) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第198条の規定

による刑が確定したとき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又

は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第 20 条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除

するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の２に相当する額

を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後

も同様とする。ただし、前条第１項第１号から第３号までのうち、排除措置命

令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第

９項に基づく不公正な取引方法（昭和 57 年６月 18 日公正取引委員会告示第

15 号）第６項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、

この限りでない。 

２ 乙は、前条第１項第４号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれ



かに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の 10 分の３に相

当する額を支払わなければならない。 

 (1) 前条第１項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第

７条の２第７項の規定の適用があるとき。 

 (2) 前条第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為

の首謀者であることが明らかになったとき。 

(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出してい

るとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定す

る賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請

求することができる。 

４ 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、

賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散し

ているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とす

る。 

 （暴力団等排除に係る解除） 

第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。 

 (1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人

にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営

又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員

等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に

関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者

その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）に暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下

「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景と

して暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると

認められるとき。 

 (2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴

力団員等」という。）若しくは暴力団の威力又は暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしてい

ると認められるとき。 

 (3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい



ると認められるとき。 

 (4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると認められるとき。 

 (5) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であ

ることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 
２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲

の損害の賠償を乙に請求することができる。  
３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じ

ても、その責を負わないものとする。 
 （妨害等に対する報告義務等） 
第22条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害

となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権

利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求

の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをい

う。）（以下「妨害等」という。）を受けた場合は、速やかに甲に報告すると

ともに警察へ被害届を提出しなければならない。 
２ 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出

を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若し

くは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがある。 
（中途解約） 

第23条 乙は、貸付期間の開始から１年を経過したのちは、甲に対して中途解約

を申し入れることができる。この場合、乙は、契約解除希望日の３か月前まで

に、書面により申し出をしなければならない。ただし、貸付料の３か月分に相

当する金額を支払うことにより、この契約を直ちに解約することができる。 

 （原状回復） 

第24条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、第18条、第19条、第

21条及び第23条の規定により契約が終了したときは、甲の指定する期日まで

に貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が貸付

物件を原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 （貸付料の返還） 

第25条 甲は、第18条第２号及び第23条の規定によりこの契約が終了したとき

は、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の

貸付料を日割計算により返還する。 

 （損害賠償等） 

第26条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 



 （有益費の請求権の放棄） 

第27条 乙は、第４条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第18条、第19条、

第21条及び第23条の規定により契約が終了したときにおいて、貸付物件に投

じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することが

できない。 

 （契約の費用） 

第28条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とす

る。 

 （疑義等の決定） 

第29条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項に

ついては、甲、乙協議の上、これを定めるものとする。 

  

（裁判管轄） 

第30条 この契約に関する訴の管轄は、愛知県庁所在地を管轄区域とする名古

屋地方裁判所とする。 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

    年  月  日 

 

          甲     愛知県瀬戸市吉野町３０４－１ 
                愛 知 県 
                代表者 あいち海上の森センター 
                    所長  大村 宏      印 
          乙     住 所 
                氏 名 
                 名称及び 
                 代表者氏名            印 
 

 
 



仕 様 書 

 
１ 機器設置の条件 

 (1) 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものとし、１０～１５

アンペア程度のものであること。 

 (2) 新旧500円硬貨及び新旧1,000円紙幣が使用できること。 

 (3) 景観対応塗装がされていること。 

 

２ 販売品目の条件 

 (1) 販売品目は、清涼飲料水、牛乳など自動販売機で販売することが一般的な

飲料とし、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 

   なお、商品の具体的な構成については、甲との協議によること。 

 (2) 設置した自動販売機では、酒類及びたばこの販売を行わないこと。 

 (3) 商品の売上状況や季節などによって、販売品目を入れ替えたり、「温かい

もの」と「冷たいもの」のバランスを調整するなど、購入者の需要に合うよ

うに適宜対応すること。 

(4) 販売価格は、標準小売価格と同等かそれ以下とすること。 

 
３ 維持管理責任 

 (1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、

商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこ

と。 

 (2) 使用済み容器の回収ボックスは甲が別途設置する。これにより回収され

た使用済み容器は乙の責任で適切に回収・リサイクルすること。回収用袋は

乙が用意すること。 

 (3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこ

と。 

 (4) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が

必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

 (5) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安

全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認するこ

と。 

 (6) 自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については、故障時等の連絡先

を明記し、乙の責任において対応すること。 

 
４ 売上状況等の報告 



  本件自動販売機の売上状況を下記のとおり報告すること。 
(1) 内容 

場所 本数（本） 売上げ金額（円） 

あいち海上の森センター   

 (2) 期限 

区分 報告期限 

７月～９月  １０月１６日 

１０月～１２月 １月１６日 

１月～３月 ４月１６日 

４月～６月   ７月１６日 

  
５ その他 
  自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ及び配置図を提出

すること。 

 



様式第６ 

 
  年  月  日 

解 約 申 入 書 

 
 あいち海上の森センター所長 殿 

 
                     住 所  
                     氏 名  
                       （契約書における借主） 

 
  年  月  日に締結した県有財産有償貸付契約書第23条に基づき、下

記のとおり解約を申し入れます。 

 
記 

解約日    年  月  日 

 
 
 
 
 
 
                      ＜担当者連絡先＞ 

                       
 
 
 
 
 
備考 申入れ日から３か月以上経過した日を解約日とする。契約書第23条ただ

し書による即日解約の場合は、解約日の翌日から３か月間の貸付料相当額

（日割り）の納入手続を行う（相手方の意向を確認すること）。 

 



○愛知県告示第１４９号（平成 21 年 3 月 6 日 愛知県公報第 2559

号） 

自動販売機の設置を目的とする公有財産の貸付けに係る一般競争入札に参加

する者に必要な資格について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


